
オ  特定公共下水道事業

(単位：千円、％）

項            目 R2 R3 R4  Ｙ－Ｘ  Ｚ－Ｙ 

         Ｘ          Ｙ          Ｚ Ｘ Ｙ

 １ 総   収   益　　A = C+E+F 26,741 29,768 31,770 11.3 6.7 －－ 　

  (1) 経 常 収 益　 B = C+E 26,741 29,768 31,770 11.3 6.7 －－ 　

    ア 営業収益  C 26,591 29,662 31,652 11.5 6.7 －－ 　

       　料 金 収 入 26,591 29,662 31,652 11.5 6.7 －－ 　

       　受託工事収益　D －－ 　 －－ 　 －－ 　

    イ 営業外収益　E 150 106 118 △ 29.3 11.3 －－ 　

  (2) 特 別 利 益   F －－ 　 －－ 　 －－ 　

    総収益のうち他会計繰入金 －－ 　 －－ 　 －－ 　

 ２ 総   費   用　　G = I+K+L 25,121 23,330 23,319 △ 7.1 －－ 　

  (1) 経 常 費 用　 H = I+K 25,121 23,330 23,319 △ 7.1 －－ 　

    ア 営業費用　I 25,121 23,330 23,318 △ 7.1 △ 0.1 －－ 　

       　減価償却費 2,645 2,935 2,723 11.0 △ 7.2 －－ 　

       　修　繕　費 －－ 　 －－ 　 －－ 　

       　委　託　料 20,088 17,887 16,836 △ 11.0 △ 5.9 －－ 　

       　受託工事費用　J －－ 　 －－ 　 －－ 　

    イ 営業外費用　K 1 －－ 　 皆　増 　 －－ 　

       　企業債利息 －－ 　 －－ 　 －－ 　

  (2) 特 別 損 失   L －－ 　 －－ 　 －－ 　

    総費用のうち職員給与費 －－ 　 －－ 　 －－ 　

 ３ 純   損   益　　A-G 1,620 6,438 8,451 297.4 31.3 －－ 　

  (1) 経 常 損 益　 B-H 1,620 6,438 8,451 297.4 31.3 －－ 　

         経 常 損 失（△） －－ 　 －－ 　 －－ 　

       営業損益　(C-D)-(I-J) 1,470 6,332 8,334 330.7 31.6 －－ 　

 ４ 累 積 欠 損 金 －－ 　 －－ 　 －－ 　

 １ 資 本 的 収 入 －－ 　 －－ 　 －－ 　

  (1) 企  業  債 －－ 　 －－ 　 －－ 　

  (2) 他会計繰入金 －－ 　 －－ 　 －－ 　

 ２ 資 本 的 支 出 9,020 2,981 皆　減 　 皆　増 　 －－ 　

  (1) 建設改良費 9,020 2,981 皆　減 　 皆　増 　 －－ 　

  (2) 企業債償還金 －－ 　 －－ 　 －－ 　

 １ 不良債務額 －－ 　 －－ 　 －－ 　

 ２ 企業債現在高 －－ 　 －－ 　 －－ 　

 ３ 決算規模 31,496 20,395 23,577 △ 35.2 15.6 －－ 　

 １ 事   業   数 1 1 1 －－ 　

    建設中の事業数 －－ 　

    経常損失を生じた事業数 －－ 　

    累積欠損金を有する事業数 －－ 　

    不良債務を有する事業数 －－ 　

 １ 総収支比率 106.4 127.6 136.2 21.2 8.6 －－ 　

 ２ 経常収支比率 106.4 127.6 136.2 21.2 8.6 －－ 　

 ３ 単年度起債依存比率 －－ 　 －－ 　 －－ 　 －－ 　

 ４ 固定資産対長期資本比率 75.2 67.4 61.8 △ 7.8 △ 5.6 －－ 　

　　（行政区域内人口分）

 １  行政区域内人口(人)     a 75,275 74,652 74,234 △ 0.8 △ 0.6 －－ 　

 ２  現在処理区域内人口(人) b －－ 　 －－ 　 －－ 　

 ３  普 及 率    b/a×100 －－ 　

　　（市街地面積分） 　

 ４  市街地面積（ha）       c 949 949 1,079 13.7 －－ 　

 ５  現在処理区域面積（ha） d 67 67 67 －－ 　

 ６  普 及 率    d/c×100 7.1 7.1 6.2 △ 0.9 －－ 　

前 年 度 比 較
過去５年
平均伸率

（注）館林市が令和２年度から法適化するまで、県内の特公事業のうち法適用事業はなかった。


